
全国一斉2／20「コロナ災害を乗り越える－いのちとくらしを
守る なんでも電話相談会・第６弾」（フリーダイヤル）のお知
らせ（拡散のお願い）

「コロナ災害を乗り越える 　いのちとくらしを守る なんでも電話相談会
～住まい・生活保護・労働・借金 etc…～」【第６弾】実施のお知らせ

　コロナ禍の中、休業、解雇・雇い止め等により、労働者、事業者、学生、業種・職種を問わず、多くの人が、収入減少、失業等に追い込
まれています。未だに特別定額給付金などの政府の支援策が届かない人や、福祉の窓口から追い返される人、政府が新たに創設した休業支
援金などの申請の仕方がわからないなど、全国で、多くの人が様々な悩みを抱えています。

　そこで、引き続き、全国の弁護士、司法書士、労働組合、諸団体が連携して、下記要領にて、電話相談会【第６弾】を開催いたします。
お気軽に、ご相談ください。

【日　　時】　２月２０日（土）午前10時～午後10時
【電話番号】　０１２０－１５７－９３０（フリーダイヤル）
上記時間帯、全国どこから架けても空いている回線に無料でつながります。

【相談例】
・生活費を支援する制度について知りたい。
・収入が減ったので、来月の家賃が払えそうもない。
・バイトを切られ、学費を払えない。
・今すぐ生活保護を受けられるか。
・住居を喪失した。
・福祉の窓口で追い返された。
・コロナウイルスによる営業不振を理由に雇い止めされた
・休業手当が払われない。新しくできた休業支援金のことが知りたい。
・無理な働き方でコロナに感染
・学費の支払いや奨学金の支払いが困難
・フリーランスや事業者を支援する制度について知りたい。
・住宅ローンなど借金の返済に困っている。
・コロナで生きるのが苦しい。死にたい気持…
・その他、様々な支払いができなくなるので不安である。

【主　 催】コロナ災害を乗り越える いのちとくらしを守る なんでも電話相談会実行委員会
埼玉は、反貧困ネットワーク埼玉（連絡先：弁護士猪股正　048-862-0355/埼玉総合法律事務所）など
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＊チラシのダウンロード→　こちら

2/17 コロナ危機下の生活困窮の現状と相談支援の課題～生
活の危機を支える支援や連携のあり方を考える～【オンライン開
催】

コロナ危機下の生活困窮の現状と相談支援の課題
～生活の危機を支える支援や連携のあり方を考える～

■開催日／２０２１年２月１７日（水）

■プログラム／
第１部（13：30～14：00予定）
　・業務説明～法テラスのトリセツ～

第２部（14：00～16：30予定）
　・相談現場からの報告
古沢淳氏（坂戸自立支援生活サポートセンター　主任相談支援員）
八木下朗氏（富士見市社会福祉協議会　生活サポートセンター☆ふじみ　主任相談支援員）
米山佳宏（法テラス埼玉法律事務所　弁護士　埼玉弁護士会）

・パネルディスカッション
（コーディネーター）
猪股正（弁護士　埼玉弁護士会　日弁連貧困問題対策本部副本部長　新型コロナウィルス感染拡大後、全国一斉の電話相談会の相談対応を
継続）
（パネリスト）
大山典宏氏（高千穂大学准教授　元埼玉県職員・アスポート事業担当）
安藤周平氏（特定非営利活動法人ワーカーズコ－プ埼玉事業本部　自立就労支援事業推進担当）
今井豊氏（パーソナルサポートセンター＠いぶき　一般社団法人キャリアブリッジ・理事）
樋川雅一氏（弁護士　埼玉弁護士会　同外国人人権センター運営委員会　副委員長）
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コーディネーターからのメッセージ

　新型コロナウィルス・パンデミックの影響により、かつて経験したことのない危機が進行しています。有効求人倍率の低下、完全失業
者の増加等、非正規労働者を中心に雇用情勢の悪化が続き、生活に困窮する人が増加しています。相談や支援の現場では、急増する相談
や、複合的な問題が絡む深刻な事案にどう対応するべきか等の課題に直面しています。
今年度の地方協議会では、コロナ危機下における相談現場の状況を共有し、危機において困窮する人々の生活を支える相談や支援、連携
のあり方等について、皆様と一緒に考えてみたいと思います。
ぜひご参加ください。
 

■開催方法／Zoomウェビナーを利用してのオンラインセミナー形式
youtube liveによる同時配信（動画中継）も行います
※Zoomは参加用のURLをクリックすれば誰でも参加できるオンラインツールです。インストール・ご利用ともに無料で、所要時間2分ほどで準備が完了します。

　（Zoomウェビナーの利用が不可または困難な場合はyoutube liveでご視聴ください）

■参加申込方法／事前登録制
参加申込用URL
→　https://forms.gle/bqbTmg97JZurzuWM8
こちらの専用申込フォームに次の必要事項を登録の上、送信してください。
【貴機関・部署名／ご参加いただく方のお名前・役職／招待アドレス送付先メールアドレス】

　＊お届けいただいた情報は法テラス埼玉地方協議会の開催・運営以外では使用いたしません。

＊折り返しお申込み完了メールを返信します。完了メールが届かない場合はお問い合わせください。

■主催／日本司法支援センター埼玉地方事務所（法テラス埼玉）
法テラス埼玉ホームページ地方協議会開催情報はこちら
■問い合わせ／TEL：0570-078312　担当　総務課　小林・竹内

 

チラシ・20210217(PDF)
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【採用情報】新人弁護士採用について　更新しました

新人弁護士採用について
埼玉総合法律事務所では、第７４期の司法修習生（予定）の採用募集をしております。
下記のとおり、オンライン（Zoom）による事務所説明会を実施致しますので、是非ご参加下さい。

◆オンライン事務所説明会
【日時】
①２月１０日（水） １７：００～
Zoomにて開催（１時間程度予定）

②３月３日（水） １８：００～
Zoomにて開催（１時間程度予定）

※上記日時にご参加できない方は個別に対応しますのでお気軽にご連絡ください。

ご関心のある方は、採用担当の鈴木満（すずきみつる）まで、電話（048-862-0355）、または、こちらをクリックの上「メー
ルでのお問い合わせ」フォームからお問い合わせください。
（メールフォームでお問い合わせの場合「相談内容」欄は「その他」にチェックをお願いいたします。）

◆採用面接・事務所見学
また、上記説明会とは別に、事前にご連絡いただければ、採用面接や事務所見学に随時ご対応いたしますので、採用担当の鈴木満まで、上
記電話またはメールにてお問い合わせください。
なお、採用面接をご希望される方は、履歴書・司法試験の成績表・法科大学院の成績（法科大学院卒業の方）・予備試験の成績（予備試験
合格者の方）・大学の成績をお送りください。
※書類選考後、合格者の方には面接のご案内を致します。
※履歴書等の応募書類のご返却は致しませんのでご了承下さい。
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【採用情報】新人弁護士採用について　更新しました

新人弁護士採用について
埼玉総合法律事務所では、第７４期の司法修習生（予定）の採用募集をしております。
下記のとおり、オンライン（Zoom）による事務所説明会を実施致しますので、是非ご参加下さい。

◆オンライン事務所説明会
【日時】　２月５日（金）　１８：００～
Zoomにて開催（１時間程度予定）

※上記日時にご参加できない方は個別に対応しますのでお気軽にご連絡ください。

ご関心のある方は、採用担当の鈴木満（すずきみつる）まで、電話（048-862-0355）、または、こちらをクリックの上「メー
ルでのお問い合わせ」フォームからお問い合わせください。
（メールフォームでお問い合わせの場合「相談内容」欄は「その他」にチェックをお願いいたします。）

◆採用面接・事務所見学
また、上記説明会とは別に、事前にご連絡いただければ、採用面接や事務所見学に随時ご対応いたしますので、採用担当の鈴木満まで、上
記電話またはメールにてお問い合わせください。
なお、採用面接をご希望される方は、履歴書・司法試験の成績表・法科大学院の成績（法科大学院卒業の方）・予備試験の成績（予備試験
合格者の方）・大学の成績をお送りください。
※書類選考後、合格者の方には面接のご案内を致します。
※履歴書等の応募書類のご返却は致しませんのでご了承下さい。
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2/5（金）臨時休業のお知らせ
　2月5日（金）11:30～16:30

　所員研修のため、臨時休業とさせていただきます。
　皆様方には大変ご迷惑をおかけ致しますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

【拡散希望】コロナ災害・なんでも電話相談会・緊急事態宣言対
応、緊急実施！

【緊急事態宣言対応】「コロナ災害を乗り越える 　いのちとくらしを守る なんでも電話相談会
～住まい・生活保護・労働・借金 etc…～」のお知らせ

　コロナ禍の中、休業、解雇・雇い止め等により、労働者、事業者、学生、業種・職種を問わず、多くの人が、収入減少、失業等に追い込
まれています。１２月１９日に実施した第５弾の電話相談会には、ギリギリまで追い込まれた方からの相談が全国から相次ぎました。
１月７日の緊急事態宣言の発令により、厳しい状況に置かれている人が一層増加していることが懸念されることから、緊急に、なんでも電
話相談会を開設することにいたしました。
弁護士、司法書士等がご相談にお受けします。フリーダイヤルなので、全国どこからでも無料でご相談いただけます。
ひとりでかかえず、どうぞ、ご相談ください。（なお、次回は２月２０日に同じ番号で実施予定です。）

【日　　時】　１月３１日（日）10時～22時
【電話番号】　０１２０－１５７－９３０（フリーダイヤル）
上記時間帯、全国どこからでも無料でつながります。

【相談例】
・生活費を支援する制度について知りたい。
・収入が減ったので、来月の家賃が払えそうもない。
・バイトを切られ、学費を払えない。
・今すぐ生活保護を受けられるか。
・住居を喪失した。
・福祉の窓口で追い返された。
・コロナウイルスによる営業不振を理由に雇い止めされた
・休業手当が払われない。新しくできた休業支援金のことが知りたい。
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・無理な働き方でコロナに感染
・学費の支払いや奨学金の支払いが困難
・フリーランスや事業者を支援する制度について知りたい。
・住宅ローンなど借金の返済に困っている。
・コロナで生きるのが苦しい。死にたい気持…
・その他、様々な支払いができなくなるので不安である。

【主　 催】コロナ災害を乗り越える いのちとくらしを守る なんでも電話相談会実行委員会
（連絡先：弁護士猪股正　048-862-0355/埼玉総合法律事務所、司法書士後閑一博　03-3598-0444/マザーシッ
プ司法書士法人）

＊チラシのダウンロード→　こちら

【Ｂ型肝炎】「給付金」電話相談のお知らせ
2021年1月23日(土)全国一斉無料電話相談を実施します

全国B型肝炎訴訟埼玉弁護団の弁護士が相談者から個別に直接お話を伺い、「給付金」を受け取ることができるかどうかや、「給付金」を
受け取るための手続などについてご案内します。
相談費用は無料です。
この機会に是非ご相談下さい！

●　日　時　２０２１年１月２３日（土）１１：００～１７：００

●電話番号　０４８－８６２－０３７７

 

◇  B型肝炎訴訟とは？
B型肝炎ウイルスのキャリア（持続感染者）のうち、集団予防接種による感染被害者は４０万人以上とされています（厚生労働省の推計）。
注射針を使い回したり、注射針を取り替えても筒を替えないまま使い回したりすると、肝炎が蔓延することは戦前から知られていましたが、
国（厚生省）は、この事実を十分に認識していたにもかかわらず、１９９８年ころまで集団予防接種における注射器の使い回しを黙認し続

http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2021/01/4fb7ce5da391c6a69f7cb97ca1db9bb9.pdf
https://saitamasogo.jp/archives/87644


けてきました。その結果、現在でも多くの被害者が病気とむきあう人生を強いられています。

 

◇  全国B型肝炎訴訟埼玉弁護団とは？
「全国B型肝炎訴訟弁護団」は、長い裁判に患者と共に取り組み、２００６年に最高裁判所で国の責任を認める判決を獲得し、さらに、
２０１１年には国と「基本合意」を結び、現在も厚生労働省と「基本合意」の改善に向けて尽力している弁護団です。私たちは、この弁護
団の一員として、埼玉県内にもB型肝炎患者救済の拠点を築くべく、①埼玉県内の被害者のすみやかな個別の救済（給付金受給手続など）、
そして、②すべてのウイルス性肝炎患者・キャリアが安心して医療を受けられる体制の整備という２つの目標を掲げ、多くの患者や医療機
関・行政などの関係者とも協力して活動していくため、２０１６年７月２１日に埼玉弁護士会の会員１４名が結成した弁護団です。
－全国B型肝炎訴訟埼玉弁護団のホームページはこちらー

 

◇「給付金」相談とは？
「給付金」を受けとるには、①「基本合意」にもとづく資料を集めて裁判所に国を提訴し、②集団予防接種の被害者と認定されて、国と裁
判上の和解をすることが必要です。当相談では、弁護団の弁護士が相談者から個別に直接お話を伺い、「給付金」を受け取ることができる
かどうかや、「給付金」を受け取るための手続などについてご案内します。
相談費用は無料です。
この機会に是非ご相談下さい！

 

新型コロナウイルス感染拡大防止による営業時間短縮のお知らせ
 

１月１８日（月）より、平日の営業時間を９：３０から１６：３０までといたします。
みなさま方にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
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【拡散希望】なんでも電話相談会・年末年始、開設！！
【年末年始・開設】「コロナ災害を乗り越える 　いのちとくらしを守る なんでも電話相談会

～住まい・生活保護・労働・借金 etc…～」のお知らせ

　コロナ禍の中、休業、解雇・雇い止め等により、労働者、事業者、学生、業種・職種を問わず、多くの人が、収入減少、失業等に追い込
まれています。１２月１９日に実施した第５弾の電話相談会には、ギリギリまで追い込まれた方からの相談が全国から相次ぎました。
　特に、年末年始は、仕事、収入が途絶え、役所が閉まり救済の声をあげることが難しい時期です。コロナで家に籠もり孤立しがちです。
　そこで、緊急に、年末年始の４日間、なんでも電話相談会を開くことにいたしました。
　弁護士、司法書士等がご相談にお受けします。フリーダイヤルなので、全国どこからでも無料でご相談いただけます。
　首都圏では、新型コロナ緊急アクション、反貧困ネットワーク、つくろい東京ファンド、ＰＯＳＳＥ等の取組（「年越し大人食堂」など）
と連携します。
　ひとりでかかえず、どうぞ、ご相談ください。

【日　　時】　１２月３１日～１月３日　毎日10時～19時
【電話番号】　０１２０－１５７－９３０（フリーダイヤル）
上記時間帯、全国どこからでも無料でつながります。

【相談例】
・生活費を支援する制度について知りたい。
・収入が減ったので、来月の家賃が払えそうもない。
・バイトを切られ、学費を払えない。
・今すぐ生活保護を受けられるか。
・住居を喪失した。
・福祉の窓口で追い返された。
・コロナウイルスによる営業不振を理由に雇い止めされた
・休業手当が払われない。新しくできた休業支援金のことが知りたい。
・無理な働き方でコロナに感染
・学費の支払いや奨学金の支払いが困難
・フリーランスや事業者を支援する制度について知りたい。
・住宅ローンなど借金の返済に困っている。
・コロナで生きるのが苦しい。死にたい気持…
・その他、様々な支払いができなくなるので不安である。

https://saitamasogo.jp/archives/87610


【主　 催】コロナ災害を乗り越える いのちとくらしを守る なんでも電話相談会実行委員会
（連絡先：弁護士猪股正　048-862-0355/埼玉総合法律事務所、司法書士後閑一博　03-3598-0444/マザーシッ
プ司法書士法人）

＊チラシのダウンロード→　こちら

年末年始　営業時間のご案内
当事務所は下記期間を年末年始休暇とさせていただきます。
ご不便をお掛けいたしますが、予めご了承下さいますよう宜しくお願い申し上げます。
2020年12月29日(火)～2020年1月4日(月)
年内は2020年12月28日(月)は16時まで、
年明けは2021年1月5日（火）は9時より平常通り営業いたします。
 

＊年末年始休暇中にいただいた「メールでの問い合わせ」につきましては、１月5日より順次対応いたしますが、通常よりもお時間がかか
ることが予想されます。
ご不便をおかけして申し訳ございませんが、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

 

 

http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2020/12/6c919fc9f4eb8141ebef5e89603e957c.pdf
https://saitamasogo.jp/archives/87593
https://saitamasogo.jp/otoiawase

